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Ａ．研究目的 

外因死では、遺族の悲嘆反応が長期化し、外傷後

ストレス症候群（PTSD）に至る例も多い。外因死で

は、警察官が事件性を調べ、医師が死体検案を行い、

必要に応じて法医解剖される。その際に、関係者の

説明不足や配慮に欠けた対応で、さらに遺族が

PTSD を発症することがある。したがって、外因死

者の遺族に対しては、死亡直後から関係者が遺族

感情に十分配慮した対応を行う必要がある。また、

家族の死亡から長期間経ても、同様の事故や事件

が起こる度に家族の死を思い出すなど、悲嘆反応

が長期的に遷延することがわかった。したがって、

心のケアは、家族の死の直後だけではなく、長期的

に必要に応じて実践されるべきと考えた。

さて、平成 26年 6月に内閣府は死因究明等推進

計画を策定したが、この中で、「死因究明等により

得られた情報の遺族等に対する説明の促進」が明

記された。これを受けて滋賀県では平成 27年 6月

に死因究明等推進協議会（会長は申請者）を全国 4

番目に発足させた。そして、平成 28年 3月に全国

で始めて第一次提言が知事に提出され、遺族への

ケアを進めることが明示された。そこで本研究で

は、①法医実務担当者と心のケア担当者が早期に

連携する体制の構築、②遺族に対して必要に応じ

たケアを長期的に実施できる体制の構築、③遺族

に対するケアの効果を科学的に検証、④外因死の

背景（自殺、他殺、不慮の事故）を考慮した効果的

ケアの明確化、⑤外因死者遺族の心情に配慮した

対応の教育、を目的とした。2年目である本年度は、

分担者がそれぞれの現場で実際に外因死者遺族へ

のケアを行うこと、また、そのための訓練等を実施

すること、遺族と接する関係者への効果的教育を

実施すること、およびケアの内容を吟味すること

などを目的とした。

Ｂ．研究方法 

１．遺族のための相談窓口開設と遺族へ必要なケア

を長期的に実施できる体制の構築 

平成29年4月1日に心のケア相談窓口を開設し、専

用電話を設置した。法医実務に携わるスタッフのう

ち、専門的研修を受けた2名が平日の日中に対応で

きる体制を整えた。次に、県内の外因死者遺族に対

して、死体検案時後に遺族に対する説明を行い、そ

の際にパンフレット（「事件・事故、自死でご家族

を亡くされた方へ 心のケア相談窓口」、添付資料

1）を配布して、相談窓口を適宜利用できることを

説明した。また、電話相談があった際には、相談を

受けたスタッフがその問題点を理解し、県の精神保

健福祉センターあるいは被害者対策支援センター

研究要旨：外因死者遺族に対して、早期から心のケアを行う体制を整備した。すなわち、死因究明の

中核となる大学で「心のケア相談窓口」を設置し、地域精神保健福祉センターおよび被害者支援セン

ターと有機的に連携した。遺族に対しては、死因を説明する際に心のケアに関するパンフレットを配

布し、相談窓口について周知した。1年間にわたり遺族の相談例に応需し、心のケアを実践した。ま

た、平素から大規模災害発生時にも対応できるよう、関係者への教育と訓練を実施した。すなわち、

地域社会の行政や関連団体の協力のもと、遺族の心のケアに多少なりとも関係するスタッフが一同

に会して研鑽を深める機会が設けられた。わが国では、外因の種類によって遺族に対する取り組みの

ばらつきが大きい。したがって、外因の種類を問わず、外因死遺族に心のケアや関係者への啓発・教

育プログラムの作成とともに、それを実施するシステムの構築に努めた。このような取り組みが周知

され、その重要性が認識されるとともに、全国に拡大されることを願っている。
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等に連絡を行い、遺族が必要とするケアが受けられ

るようにした。 

２．遺族への長期的な心のケアと関係者へのフィー

ドバック 

心のケア相談窓口等から紹介された外因死者遺

族に対し、連携機関である精神保健福祉センターが

専門的な心のケアを実践した。精神保健福祉センタ

ーの支援スタッフは精神保健医療福祉の知識を持

った看護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉士、

精神科医の多職種からなり、心理社会的要因をアセ

スメントしながら、中長期的な視点を持って関わっ

た。事件・事故・自死に対してファーストコンタク

トすることになった関係者とも、情報共有・フィー

ドバックし、包括的な支援を続けるよう心掛けた。 

３．心のケアの質向上に向けた科学的検証

遺族に対する心のケアの質向上を図るために、ど

のようなパラメーターを選択して評価すべきかに

ついて、文献調査および既存報告書の追加解析を行

った。すなわち、平成28年度交通事故被害者サポー

ト事業報告書に掲載された健康関連QOL(SF-8)調査、

平成23年度の内閣府度交通事故被害者サポート事

業報告書、「交通事故で家族を亡くした子どもの支

援のために」に掲載されるwebアンケート調査結果

を多変量解析等で分析した。さらに、文献的調査を

もとに、外因死遺族へのグリーフケアとして、解剖

所見と死因を音に変えて遺族に与える可能性を検

討した。

４．大規模災害死亡者遺族に対する急性期からの心

のケア実践マニュアルの策定と訓練の実施

大規模災害による死亡者の遺族では、遺体の身元

確認が困難になるなど、さらに精神的ショックが大

きい。このような災害時の遺族対策については独特

な対応が求められる。災害死亡者家族支援チーム

（DMORT）の活動を標準化し、マニュアルを作成し

た。そして、これを訓練に活用し、どのような効果

があり、何か課題かを検証した。さらに、DMORTの認

知度が高まり受入体制が整備されるべく「日本

DMORT研究会」を法人化して「一般社団法人日本

DMORT」とした。法人化により社会体制の何が変わ

り、どのような問題が残っているか検証した。 

５．外因死者遺族の心情に配慮した対応の教育 

(1) 外因死遺族に対する心のケアに関する啓発・教

育について、それを支える制度的基盤を含めて、国

内外の制度や先進的取り組みをもとに、文献的検討

を行った。

(2) 死亡直後に遺族と接する医師、警察官、司法関

係者に対して、遺族感情を考慮した接し方の教育と

心のケアの重要性に関する啓発活動を行った。

(3) シンポジウムを通して、外因死遺族の関係者に

対する啓発・教育プログラムを作成するために必要

な課題等を抽出して検討した。

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては、滋賀県立精神保健福祉

センターの倫理委員会の承認を得た。

Ｃ. 研究結果 

１．外因死者遺族に対する心のケア相談窓口の設

置 

窓口への相談事例であるが、具体的な相談に至

ったのは9件であり、そのほか2件では謝意を頂い

た。家族の自死後に精神的ケアを必要とされた方、

家族の死によって既存の精神疾患が悪化した方か

らの相談では、直ちに精神保健福祉センターと連

携し、継続的な心のケアが行われた。死因について

再度確認したいことがある、疑問があるなどの相

談に対しては、担当医から遺族に再度説明を行う

ことで解決できた。また、本相談窓口について、新

聞報道や医学関連雑誌で紹介されたことで、直接

パンフレットを渡されていない方からの相談があ

った。すなわち、内因性疾患で突然死した方の遺族

から大学へ相談依頼があり、これにも応需した。ま

た、他府県からの問い合わせが2件あったが、当該

警察に相談するように勧めた。 

法医解剖終了後に執刀医から遺族へ直接説明が

行われるが、その際に、相談窓口からの「電話によ

る体調変化のお伺い」を希望するか確認している。

すなわち、相談窓口の担当者から希望のある遺族

に対して、心身の異変がないかを電話で確認する。

そこで、何らかの問題があれば、前記のように関係

機関へ連絡される。今回は、1遺族が、窓口からの

お伺いを希望された。同居していた80歳代の夫婦

であるが、夫の外因死によって高齢の妻が独り遺

されたことになり、夫の死亡直後から大きな精神

的打撃を受けていた。そして、電話による体調変化

のお伺いを希望された。1か月後、3か月後及び6か

月後に連絡をとったが、他の家族のサポートや本

人の状態を勘案して、その後の連絡は不要となっ

た。 

２．遺族への長期的ケアと関係者へのフィードバ

ック 

精神保健福祉センターで心のケアを行ったのは

5遺族であった。自死遺族が多く、自死者の年齢は

10歳代から80歳代であった。学校生徒の自死例も

あり、学校にとっての打撃も大きく、教師等に対す

る心のケアを継続して行うことにもなった。 

外因死者遺族に対する心のケアの中心は、深い

悲しみである喪失悲嘆（グリーフ）に対し、さりげ

ない寄り添い支援となった。回復のプロセス・期間

は、年齢や性別、死別状況、故人との関係性など、

個人よって様々であった。面接には十分な時間を

とり、共感をもって穏やかに傾聴した。遺族の主体

性を尊重し、継続した支援を行った。支援の中で、

遺族としての行わざるを得ない法的・行政上の諸

手続についての説明、同じ悩みや問題を抱える仲

間と集える自死遺族の会「凪の会おうみ」の紹介を、

遺族の状況に応じてパンフレット等を用いて行っ
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た。 また、死体検案や法医解剖に携わる担当者、

相談窓口担当者、心のケア担当者及びその他の支

援担当者による連絡会を3回実施した。各事例に対

して具体的な対応方法や現在のフォローアップ状

況などが報告され、関係者の対応と連絡方法につ

いて関係者間でのpeer reviewが行われた。 

３．心のケアの質向上に向けた科学的検証 

外因死者遺族の中でも交通事故死者遺族に対す

る心のケアについては、身体面の困難に関する検

討モデルが最も優れていた。そして、不眠、気力・

意欲・関心喪失、体調悪化の3要因が、遺族の心身

状態を把握するのに有用であることが分かった。

文献的考察では、グリーフそのものに着目するこ

とが具体化されてきたが、症候からのアプローチ

の可能性を検討する必要があると考えられた。そ

して、死因や解剖所見の有音化を解剖後の遺族の

心のケアのために提供することが可能であると思

われた。すなわち、これらを遺族に分かり易く説明

することがグリーフケアにつながると結論付けら

れた。 

４．大規模災害犠牲者遺族に対する急性期からの

心のケア実践マニュアルの策定と訓練の実施 

大規模災害による死亡者遺族の心のケアを標準

化するために、「DMORT訓練マニュアル」を作成して

公表した（H29年6月、日本集団災害医学会）。関係

者が実践できるよう、大規模災害を想定した状況

において心のケアの訓練を実施した（平成29年9月

10日、平成29年度滋賀県総合防災訓練；10月5日、

平成29年度中部国際空港消火救難・救急医療活動

総合訓練）。この中で、評価者のほか、複数の警察

官役、家族役、DMORT役が参加してロールプレイを

行った。このロールプレイは、災害時の死亡者遺族

と接する経験がない人にとっては特に有用であっ

た。参加者のアンケート結果に基づく分析による

と、DMORT訓練マニュアルは日本集団災害医学会の

ホームページ上に一般公開され、誰でも閲覧でき

る状態であるが、関係者への周知が不十分である

ことが分かった。そして、マニュアルについては、

総論部分は災害訓練前に周知にさせる必要がある

こと、企画・実施の部分は現場経験のない者に実際

の現場を想像する資料となりうること、救援者ス

トレスに注目している点が特徴であること、が明

らかになった。また、DMORT研究会が「一般社団法

人日本DMORT」と法人化されることで、兵庫県警察

本部長との間で「災害等発生時における死亡者家

族支援に関する協定」が締結された。このように、

災害時に警察と法人の間で簡潔な情報交換を行う

だけでDMORTの現場活動が可能となるという利点

が生まれ、今後、さらなる活動の推進につながると

考える。 

５．外因死者遺族の心情に配慮した対応の教育 

(1) 文献的検討 

わが国では、外因死遺族に情報提供や心のケア

を実施したり、関係者への普及・啓発を包括的に実

施する法的な基盤やシステムが乏しいことが把握

できた。海外であるが、ビクトリア州法医学研究所

では、法医看護師（forensic nurse）が配置され、

遺族への情報提供や解剖の承諾等について遺族と

のコミュニケーション役を担っている。アイルラ

ンド共和国では、健康研究庁の資金提供により、自

殺予防財団により開発された自死遺族支援・情報

システムウェブサイトが運営されている。したが

って、海外の取り組みが十分参考になった。 

(2) 質向上を目指した関係者への教育・啓発 

まず、滋賀県医師会を通した取り組みであるが、

県内の8郡市医師会で医師を対象に研修会を行い、

遺族に対する説明の重要性、心のケアへの取り組

み、そして相談窓口の運用について概説した。次に、

外因死遺族への説明の重要性と二次被害について、

県警察検視専科で警察官に対して、大津地方検察

庁司法修習で、司法修習生に対して講義を行った。

さらに、関係者が自己の研鑽を図ることを目的と

して開催されている滋賀県法医会において、心の

ケア相談窓口の運用について及び大規模災害時の

訓練と遺族対応について概説し、理想的な対応方

法について話し合った。 

(3) シンポジウムからの課題抽出 

平成30年3月に外因死遺族支援シンポジウム「事

件、事故、自死で家族を亡くされた方への支援を考

える」を開催し、外因死遺族にかかわる関係者に対

する啓発・教育を実践するとともに、課題を抽出し

た。外因死遺族支援では、外因の種類により、基盤

となる制度が異なっていた。換言すれば、外因死遺

族に情報提供や心のケアを実施する、関係者への

普及・啓発を包括的に実施する法的な基盤やシス

テムに乏しいことがわかった。外因死者遺族と関

係するヒトに対して普及啓発や教育を推進するに

は、教育プログラムの作成と併せ、それを支える基

盤づくりが必要なことが分かった。 

 

Ｄ．考察 

今回の大きな成果は、家族の死に直面した急性

期から必要に応じて継続的に心のケアが受けられ

る体制が構築されたことである。連携体制の構築

であるが、地域精神保健福祉の専門機関である精

神保健福祉センターが遺族の心のケアを担当し

た。また、犯罪被害者支援センターが、その他の

部分を補うことで、誰かが遺族と寄り添い、決し

て遺族を孤立させない状況を構築できた。そし

て、関係機関が有機的に連携することで、必要な

情報を共有できた。精神保健福祉センターの支援

スタッフは、精神保健医療福祉の知識を持った看

護師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉士、精

神科医の多職種からなるが、死因について説明を

行った医師と情報共有ができ、円滑な支援を行う

ことができた。先行研究では、突然に家族を失っ
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た方の悲嘆反応は長期間続くと指摘されている。

特に、同様の事案が報道されたとき、家族の命日

に近づいたときなど、ふとしたことで悲しみが起

こり、心身の不調につながるという。したがっ

て、いつでも相談できる窓口があることは、遺族

の駆け込み場所になり、早急な対応が可能にな

る。さらに、日頃からの安心につながるものであ

る。したがって、この相談窓口が継続的に運用さ

れることが重要である。 

これまで、外因死者遺族に対する心のケアは、

精神保健福祉センター等の行政相談機関の多職種

専門職チームが果たしてきた。しかし、遺族がそ

れらの相談機関の存在を知り、実際に支援を受け

るには、まだまだハードルが高い状況にある。外

因死遺族がファーストコンタクトする検案医や法

医解剖医との連携は重要である。今回、滋賀医科

大学社会医学講座法医学部門で開設された心のケ

ア相談窓口がワンストップとしての相談窓口の機

能を果たすことができ、外因死者遺族に対する心

のケアの具体的な支援体制のモデルとになること

がわかった。 

平素の連携が特に活かされるのが、大規模災害

時の対応である。今回行った訓練は、日頃行って

いる遺族への心のケアが、災害時にも例外ではな

いことを念頭に、その実施体制を確認した。この

ような訓練は、いつ発生するかわからない大規模

災害において、急性期からの心のケアを円滑に行

ううえで重要と考えられた。 

今回対象となる外因死では、警察官や、家族と

初めて接する死体検案医や解剖医が関係すること

になる。したがって、遺族の理解が深まるように

配慮した説明が求められる。今回は、遺族の心の

ケアに多少なりとも関係するスタッフが一同に会

して研鑽を深める機会が設けられた。このような

活動は、地域社会の行政や関連団体の協力があっ

てこそ実施できるものであり、今後も地域におけ

る有機的な連携体制を強固にしていきたい。 

わが国における外因死遺族の心のケアについて

であるが、犯罪被害者遺族や自死遺族に対して

は、相当程度の進展がみられるが、事故死遺族な

どでは、心のケア公的なシステムに乏しいなど、

外因の種類による取り組みのばらつきが非常に大

きい。換言すれば、外因の種類を問わず、外因死

遺族に心のケアや関係者への啓発・教育プロスラ

ムの作成とともに、それを実施する法的基盤やシ

ステムの構築が求められる。そのためには、海外

の先進事例を参考とし、近く制定が予定されてい

る死因究明基本法に、外因死遺族を含む、すべて

の異状死遺族に対する支援を盛り込むことが有効

であると示唆された。 

今回の取り組みは、県内における外因死者遺族

に対して急性期からの心のケアを長期的に行うも

のであり、本邦で初の取り組みである。これにつ

いては新聞やテレビ等で紹介されたほか（添付資

料 2～6）、医療関係者を対象とした雑誌（日本医

事新報）でも特集として紹介された（添付資料

7）。このような取り組みが周知され、その重要性

が認識されるとともに、全国に拡大されることを

願っている。 

 

Ｅ．結論 

外因死者遺族に対して、早期から心のケアを行

う体制を整備した。すなわち、死因究明の中核と

なる大学で相談窓口を設置し、地域精神保健福祉

センターおよび被害者支援センターと有機的に連

携した。また、平素から大規模災害発生時にも対

応できるよう、関係者への教育と訓練を実施し

た。このような取り組みは、外因死者遺族の精神

的健康増進につながると考える。 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当なし。 
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事
故
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事
件
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自
死
で

ご
家
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を
亡

く
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れ
た
方

へ
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の
ケ
ア
に
つ
い
て

ご
家

族
が
亡

く
な
ら
れ
た
時

の
手

続
き

死
体
検
案
書
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、
ご
家
族
が
亡
く
な
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れ
た
こ
と
を
医
学

的
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証
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す
る
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。

死
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と
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所
へ
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ま
す
。

ま
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、
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命
保
険
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手
続
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要
に
な
り
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す
。
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事

故
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・
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察

官
に
よ
る
調
査
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師
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検

案
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事
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い
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わ
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社
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大
切

な
人

を
亡

く
し
た
と
き
・
・
・

・
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も
感

じ
ら
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な
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眠
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が
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さ
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る
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こ
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。
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ー
）

事
故

・
事

件
、
自

死
で
ご
家

族
を
亡

く
さ
れ

た
方

起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
心

と
体

の
変

化

大
切
な
人
を
失
う
と
、
心
と
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
起
こ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
、
そ
の
内
容
や
起
こ
る
時

期
は
異
な
り
ま
す
。
そ
し
て
長
く
続
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

•
シ

ョ
ッ
ク

：
頭
の

中
が
真

っ
白
に

な
る

•
悲

し
み
：

悲
し
い

、
つ
ら

い

•
後

悔
と
罪

悪
感
：

家
族
の

死
は
自

分
に
責

任
が
あ

る
の

で
は
と
思

う

•
怒

り
：
突

然
家
族

を
奪
わ

れ
た
こ

と
に
怒

り
を
覚

え
る

•
不

安
：
こ

れ
か
ら

、
今
ま

で
ど
お

り
生
活

で
き
る

か
分

か
ら
な
い

•
混

乱
：
考

え
が
ま

と
ま
ら

な
い
。

ど
う
し

て
い
い

か
分

か
ら
な
い

•
眠

れ
な
い

•
朝

、
起
き

る
の
が

つ
ら
い

•
体

が
だ
る

い

•
食

欲
が
な

い

•
胃

腸
の
調

子
が
わ

る
い

•
息

苦
し
く

な
る

•
涙

が
止
ま

ら
な
い

心
の
変

化

体
の
変

化

・ ・ ・
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の
の
を
て
医
ヘ

遺
東
置
い
療
の
大

族
日
い
る
機
引
規

に
本
た
。
聞
き
模

l

引
大
訓
内
、
渡
災

き
震
練
閣
葬
し
害

渡
災
は
府
儀
を
で

さ
で
全
に
会
ス
命

れ
、
国
よ
社
ム
を

た
犠
で
る
な
l
落

反
牲
も
と
ど
ズ
と

省
者
珍
、
が
に
し

が
の
し
犠
連
行
た

あ
遣
い
牲
携
え
犠

る
体
。
者
’し
る
牲

。
が
背
や
て
よ
者

取
景
遺
再
う
の

り
に
族
門
、
身

（
違
は
の
の
県
元

成
え
二
対
訓
内
確

田
ら
O
応
練
の
認

!. 
県
警
や
医
療
機
関
、
葬
儀
会
社
‘
裏
を
二
言
完
重
量

）
別
年
眼
つ
や
股

j
ど
D
直
た
ら
警
し
た
式
屋
お
族
は
し
た
定
参
中
練
か
矢
十
三
れ
要

i
が
N
後
東
。
遺
察
た
り
で
で
け
f72
‘
、
を
遺
。
の
加
、
。
れ
橋
日
片
な
な
「

：
な
A
同
日
体
雪
F
り
1詑

l
実
、
や
壁
遺
木
目
族
！手
し
県
医
た
帰
に
取

lい
の
；D

i
く
型
守
、
本
と
り
す
情
施
ロ
い
室
体
定
ヘ
順
た
警
師
県
帆
草
つ
場
は
N

；主
筆理
室
引
定
量
を
ー
ゾ
LZ
員
安
し
富
豪警
量
q
授
与
警
芝
定
器
全

：
元
の
安
l
災
き
だ
族
壱
分
プ
並
立
置
た
停
『
明
百
箱
ん
口
以
矢
だ
爪
。
鑑

i
の
器
置
の
合
め
役
り
を
レ
ベ
て
所
訓
ざ
i
し
弓
管
見
防
園
橋
さ
を
血
定

j
特
異
所
‘発
わ
な
を
わ
貢
イ
た
て
や
練
き
て
に
が
守
災
で
町
い
二
が
に

j
定
平
に
生
せ
が
、
に
め
形
部
棺
遺
で
渡

い
鑑
、

、る
訓
開
の
~
、
採
必

；弓
主た
草
10
後
雪
奇
賃
量
警
謀
－
完
震
空
在
主
量
福
富
雲
R
そ
量
ち
思
議
言
集
努
定
員

!:
 ＇
警
2§
電
器
管
宅
建
管
理
E
長
室
長
逼
警
護
男
君
男
果
金
妥
告
示
金
重
要
違
憲
子
原

ず
た
イ
気
が
に
い
ど
発
室
、
授
め
返
体
（
医
。
家
カ
可
鑑
省
れ
人
定
張
が
転
が
即
か

じ
場
ン
や
足
な
な
の
見
引
消
に
る
し
を
社
科
訓
族
ル
欠
定
か
た
の
せ
し
「
免
少
の
か

百
合
が
水
り
つ
い
情
状
き
防
よ
。
し
き
会
大
練
と
テ
と
や
ら
。
遺
ず
た
身
許
な
県
つ

く
の
途
道
な
た
こ
報
況
渡
か
る
た
ち
医
の
を
確
や
し
歯
、
体
巳
場
内
証
く
警
た

と
訓
絶
な
か
。
と
が
や
す
ら
と
い
ん
学
ー
提
認
行
、
型
県
。
が
引
合
だ
な
、
は

い
練
さ
ど
っ
今
が
伝
損
際
響
、
」
と
）
杉
唱
す
方
歯
の
は
取
き
、
」
と
手
遺
こ

最 後 の 別 れ

、

災
害
時
の
遺
体
引
き
渡
し
を
訓
練
：

遺 体 の 身 元 確 認 の 訓 練 を 実 施 す る 警

察 官 ら H 草 津 市 の 矢 橋 帰 帆 島 公 園 で

確 実 に
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